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○真岡市営住宅条例施行規則 

平成12年３月31日 

規則第18号 

改正 平成20年３月13日規則第13号 

平成21年３月16日規則第６号 

平成24年９月26日規則第34号 

平成25年３月29日規則第14号 

平成25年５月22日規則第20号 

平成26年２月27日規則第４号 

平成29年６月30日規則第22号 

平成29年８月22日規則第24号 

平成29年９月28日規則第27号 

平成30年３月23日規則第10号 

令和２年３月23日規則第４号 

令和６年１月17日規則第１号 

真岡市営住宅管理条例施行規則（昭和37年規則第３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、真岡市営住宅条例（平成９年条例第７号。以下「条例」という。）第

61条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（入居の申込） 

第２条 条例第７条第１項の規定により市営住宅（以下「住宅」という。）の入居の許可を

受けようとする者（以下「申込者」という。）は、住宅入居申込書（第１号様式）を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の住宅入居申込書のほか、必要な書類を提出させることができる。 

（入居の決定） 

第３条 条例第７条第２項の規定による入居の決定は、住宅入居許可証（第２号様式）及び

借上住宅入居決定通知書（第２号様式の２）を交付して行うものとする。 

（連帯保証人） 

第４条 条例第10条第１項第１号及び第３項の保証人は、連帯保証人とする。 

２ 条例第10条第１項第１号の請書は、第３号様式によるものとする。 

３ 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は
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連帯保証人変更承認申請書（第４号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

（同居の承認） 

第５条 条例第11条の規定により親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申

請書（第５号様式）及び誓約書（第５号様式の２）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の承認は、同居承認書（第６号様式）を交付して行うものとする。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第11条の承認をしては

ならない。 

(1) 公営住宅法施行規則（昭和26年建設省令第19号）第11条第１項各号のいずれかに該

当する場合 

(2) 当該入居者若しくは同居者又は当該同居しようとする者が暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）である場合 

（入居の承継） 

第６条 条例第12条の規定により引き続き住宅に居住を希望するときは、その事実が発生

した日から14日以内に、入居承継承認申請書（第７号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の承認は、入居承継承認書（第８号様式）を交付して行うものとする。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第12条の承認をしては

ならない。 

(1) 公営住宅法施行規則第11条第１項各号のいずれかに該当する場合 

(2) 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けようとする者と同居している者が

暴力団員である場合 

（収入の申告） 

第７条 入居者は、条例第14条の規定により市長が指定する日までに、収入報告書（第９

号様式）を提出しなければならない。 

２ 条例第14条第３項の通知は、収入認定通知書（第10号様式）を交付して行うものとす

る。 

（家賃の減免） 

第８条 条例第15条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書（第

11号様式）及び誓約書（第11号様式の２）を市長に提出しなければならない。 
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（家賃の徴収猶予） 

第９条 条例第15条の規定により家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申

請書（第12号様式）及び誓約書（第12号様式の２）を市長に提出しなければならない。 

（納入の通知） 

第10条 条例第16条第１項の規定による家賃の徴収は、納入通知書（第12号様式の３）に

より行うものとする。 

（敷金の減免） 

第11条 条例第17条第２項の規定により敷金の減免を受けようとする者は、敷金減免申請

書（第13号様式）及び誓約書（第13号様式の２）を市長に提出しなければならない。 

（敷金の徴収猶予） 

第12条 条例第17条第２項の規定により敷金の徴収猶予を受けようとする者は、敷金徴収

猶予申請書（第14号様式）及び誓約書（第14号様式の２）を市長に提出しなければなら

ない。 

（住宅未使用の届出） 

第13条 条例第22条の規定により住宅を引き続き15日以上使用しないときは、住宅未使用

申請書（第15号様式）を提出しなければならない。 

（用途併用の申請） 

第14条 条例第24条の規定より住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするときは、

用途併用承認申請書（第16号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当し必要があ

ると認めたときは、期間を定めてこれを承認することができる。 

(1) 住宅の用途から著しくかけ離れないもので、管理上支障がないと認めたとき。 

(2) 騒音等によって他の入居者の生活に支障をきたさないもので、管理上支障がないと

認めたとき。 

(3) その他市長が必要と認めたとき。 

（模様替え又は増築の承認） 

第15条 条例第25条の規定により住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、

住宅模様替え・増築承認申請書（第17号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当し、模様替

え又は増築の必要があると認めたときは、これを承認することができる。 

(1) 住宅を模様替えしても住宅の管理上支障がなく、かつ、原形に復することが容易で
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あること。 

(2) 増築しようとする部分の床面積が6.6平方メートル以内で、住宅の管理上支障がない

とき。 

（同居人異動の報告） 

第16条 入居者の同居人に異動があったときは、第５条の規定により同居の承認を受けた

場合を除き、入居者は、速やかに異動届（第18号様式）により、その旨を市長に届け出

なければならない。 

（収入超過者・高額所得者の認定） 

第17条 条例第26条の規定により、収入超過者及び高額所得者の認定を行うときは、収入

超過者認定通知書（第19号様式）又は高額所得者認定通知書（第20号様式）を交付する

ものとする。 

（収入超過者・高額所得者の家賃） 

第18条 前条の規定により、収入超過者及び高額所得者の認定を受けた入居者についての

家賃は別に定める金額とする。 

（住宅の返還） 

第19条 条例第38条第１項の規定による届出は、住宅返還届（第21号様式）によるものと

する。 

（駐車場の使用許可申請） 

第20条 条例第47条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用許

可申請書（第22号様式）を市長に提出しなければならない。 

（使用許可） 

第21条 市長は、前条の許可をするときは、駐車場使用許可書（第23号様式）を交付する

ものとする。 

（使用料） 

第22条 前条の許可を受けた者は、月額2,580円の駐車場の使用料を納付しなければならな

い。 

（検査員の証票） 

第23条 条例第57条第３項に規定する検査に従事する者の身分を示す証票は、第24号様式

によるものとする。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

（二宮町の編入に伴う経過措置） 

２ 二宮町の編入の日の前日までに、編入前の二宮町営住宅管理条例施行規則（平成13年

二宮町規則第５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成20年規則第13号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年規則第６号） 

この規則は、平成21年３月23日から施行する。 

附 則（平成24年規則第34号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に発行されている納入通知書については、残存するものに限り、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成25年規則第14号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年規則第20号） 

この規則は、平成25年６月１日から施行する。 

附 則（平成26年規則第４号） 

この規則は、平成26年３月１日から施行する。 

附 則（平成29年規則第22号） 

この規則は、平成29年７月１日から施行する。 

附 則（平成29年規則第24号） 

この規則は、平成29年９月１日から施行する。 

附 則（平成29年規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年規則第10号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第４号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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附 則（令和６年規則第１号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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第１号様式 

第１号様式の２ 

第２号様式 

第２号様式の２ 

第３号様式 

第４号様式 

第５号様式 

第５号様式の２ 

第６号様式 

第７号様式 

第８号様式 

第９号様式 

第10号様式 

第11号様式 

第11号様式の２ 

第12号様式 

第12号様式の２ 

第12号様式の３ 

第13号様式 

第13号様式の２ 

第14号様式 

第14号様式の２ 

第15号様式 

第16号様式 

第17号様式 

第18号様式 

第19号様式 

第20号様式 

第21号様式 

第22号様式 

第23号様式 
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第24号様式 

 


